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一
、
女

王
国
西
端

の
地
と
倭
国

倭
国
女
王
卑
彌
呼
の
宮
都
が
邪
馬
皇
国
に
あ
る
こ
と
は

『三
国
志
』
魏
志

の
明
記
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
從
前
、
こ
の
邪
馬
毫
国
は
、

魏
志
に
頻
出
す
る
女
王
国
と
混
同
さ
れ
、
同

一
視
さ
れ
る
場
合
が
多

い
が
、
邪
馬
毫
国
と
女
王
国
は
区
別
さ
れ
る

べ
き
、
別
個
の
存
在

で

あ

る
こ
と
は
魏
志
を
熟
読
す
る
こ
と
で
理
解
さ
れ
る
。
女
王
国
の
謂
い
は

「女
王
の
統
治
す
る
国
」
の
意
で
あ
り
、
「女
王

の
都
す
る

国
」
の
意
を
も
た
ぬ
こ
と
は
歴
然
と
窺
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

帯
方
郡
よ
り
女
王
国
ま
で

一
万
二
千
余
里
と
い
う

一
文
の
語
る
と
こ
ろ
は
実
に
意
味
ぶ
か
い
。
帯
方
郡
か
ら
対

馬

・
壼
岐
を

へ
て
末
盧

に
至
る
ま
で
の
里
程
は

一
万
余
里
、
末
盧
か
ら
伊
都
、
奴
国
を
経
て
不
彌
国
に
至
る
距
離
は
七
百
余
里
、
從

っ
て

一
万
二
千
余
里
で
至
る

女
王
国
の
位
置
は

一
万
七
百
余
里
を
引
い
た
千
三
百
余
里
の
地
と
な
る
。
こ
の
千
三
百
余
里
を
東
に
展
開
す
る
と
、
そ
の
位
置
は
関
門
海

峡

の
東
岸
、
山
口
県
西
端

に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
。
換
言
す
れ
ば
女
王
の
統
治
す
る

「女
王
国
」
は
本
州
西
端

、
関
門
海
峡
東
岸
を
西

堺

い
と
す
る
国
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
女
王
の
都
す
る
邪
馬
垂
国
は
魏
志
の
記
載
に
從
え
ば
投
馬
国
な
ど
と
と
も
に
女
王
国

と
呼
ば
れ
る
領
域
内

に
所
在
す
る

一
国
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

魏
志
で
は
邪
馬
皇
国
に
至
る
日
程
が
記
さ
れ
て
い
る
。
本
州
西
端
、
関
門
海
峡
東
岸
の
地
か
ら
水
行
二
十
日
の
地
に
投
馬
国
、
さ
ら
に

水
行
十
日
を
加
え
た
地
に
倭
国
女
王
の
宮
都
-
邪
馬
垂
国
が
所
在
す
る
と
記
す
。
こ
の
水
行
三
十
日
の
表
現
は
直
接
距
離
を
示
さ
な
い
だ

け

に
問
題
は
あ
る
が
、
後
世
の

『延
喜
式
』
の
記
載
で
は
博
多
ー
大
阪
間
の
日
程
を
標
準
三
十
日
間
と
し
て
い
る
事
実
が
い
さ
さ
か
の
里

程
を
反
映
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
中
間
、
水
行
二
十
日
の
位
置
に
投
馬
国
が
所
在
す
る
と
の
記
事
は
、

こ
の
投
馬
国
が
女
王
国

を
統
括
す
る
卑
弥
呼
女
王
の
宮
都
の
あ
る
邪
馬
垂
国

へ
の
中
間
、
港
津
を
も

つ
国
で
あ
る
こ
と
が
容
易
に
読
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。
強
い
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て
そ
の
比
定
地
を
求
あ
る
な
ら
ば
、
岡
山
市
周
辺
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
現
在
、
岡
山
市
周
辺
に
は

「投
馬
」

に
該
当
す
る
地
名
等
は
遺
存
し
な
い
が
、
和
歌
山
市
域
に
は

「津
麻
神
戸
」
が
あ
り
、
有
田
川
流
域
に
は

「吉
備

郷
」
が
あ
る
な
ど
、
瀬

戸
内
海
中
継
港
津
と
推
測
さ
れ
る

「投
馬
」
や

「吉
備
」
の
国
名
が
瀬
戸
内
海
航
路
の
主
要
地
に
拡
散
し
て
い
る
と
い
う
事
態
が
読
み
と

れ

る
こ
と
も
そ
の
証
の

一
つ
と
な
る
の
で
あ
る
。
貨
泉
廿
五
枚
を
発
見
し
た
岡
山
市
津
島
遺
跡
は
遺
跡
遺
物
の
内
容

か
ら
見
て
そ
の
遺
称

地

、
投
馬
国
の
港
津
遺
跡

で
あ
る
可
能
性
が
強

い
と
考
え
る
。

倭
国
女
王
卑
彌
呼
が
直
接
統
治
す
る
女
王
国
は
、
そ
の
範
囲
広
く
、
そ
の
ひ
ろ
が
り
は
本
州
西
端
、
関
門
海
峡
か
ら
遠
く
関
東
地
方
に

ま

で
及
び
、
行
政
機
構
と
し
て

「投
馬
国
」
や

「邪
馬
塁
国
」
の
よ
う
な
多
数
の
国
ぐ
に
で
組
織
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
倭
国
内
に
は
倭
国
女
王
卑
彌
呼
の
直
接
統
治
す
る
女
王
国
の
外
、
北
部
九
州
に

「大
率
」
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
対
馬

.
一
支

.

末
盧

・
伊
都

・
奴

・
不
彌
国
な
ど
が
こ
の
大
率
下
に

「国
」
と
し
て
編
成
さ
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
こ
れ
ら
国
名
を
記
さ
れ
た
国
以
外
に
も

数

多
い
国
を
含
む
形
で
大
率
が
構
成
さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
大
率
は

「特
に

一
大
率
を
置
き
、
諸
国
を
検
察
せ
し
む
。
諸
国
こ
れ
を
畏
揮
す
。
常
に
伊
都
国
に
治
す
。
国
中
に
刺
吏
の
如
き
あ

り
。
王
、
使
を
遣
わ
し
て
京
都

・
帯
方
郡

・
諸
韓
国
に
詣
り
、
お
よ
び
郡
の
倭
国
に
使
す
る
や
、
皆
津
に
臨
み
て
捜
露
し
、
文
書

.
賜
遣

の
物
を
伝
送
し
て
女
王
に
詣
ら
し
め
、
差
錯
す
る
を
得
ず
」
と

『三
国
志
』
は
記
す
。
さ
ら
に
、
伊
都
国
に
つ
い
て

「世

々
王
あ
る
も
、

皆
女
王
国
に
統
属
す
。
郡
使
の
往
来
常
に
駐
ま
る
所
な
り
」
と
い
っ
た
記
事
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
二
つ
の
文
章
か
ら
伊
都
国
に
倭
国
の
大

率

が
設
置
さ
れ
、
対
馬

・
一
支
に
始
ま
り
不
彌
国
に
至
る
諸
国
を
も
含
む
北
部
九
州
の
広
範
な
範
囲
の
国
々
を
統
括

.
検
察
す
る
機
能
を

負

わ
せ
て
い
る
こ
と
、
対
外
外
交

・
交
易
の
先
端
と
し
て
機
構

・
施
設
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
大
率
は
伊
都
国
内
に
倭
国
女
王
卑
彌

呼
が
設
置
し
た
機
構
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る

「国
」
で
は
な
い
こ
と
、
大
率
が
設
置
さ
れ
て
い
る
伊
都
国
は
世
襲
制

の
王
を
も

つ
が
常
に
女
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王
国
に
統
属
し
て
き
た
こ
と
、
伊
都
国
に
は
倭
国
が
定
め
た
官
1
爾
支
、
副
官
泄
謹
触

・
柄
渠
触
が
あ
り
、
世
襲
王
制
と
併
存
す
る
こ
と

が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
倭
国
の
あ
り
方
は
、
時
代
を
超
え
て
、
奈
良

・
平
安
朝
の
朝
廷

・
大
宰
府
と
い
っ
た
構
造
、
関
係
と
強
く

共
通
す
る

一
面
の
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

大
率
を
創
置
し
た
時
代
を

『三
国
志
』
は
直
接
語
ら
な
い
。
『三
国
志
』
で
は
倭
国
女
王
卑
彌
呼
の
時
代
、
倭
国
が
、
女
王
直
接
統
治

す
る
女
王
国
と
、
女
王
が
間
接
統
治
す
る
た
め
に
官
を
派
遣
し
て
行
政
さ
せ
る

「大
率
」
に
分
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
瞭
に
述
べ
て
い

る
の
み
で
あ
る
。
大
率
の
管
掌
範
囲
は
北
部
九
州
、
女
王
国
の
管
掌
範
囲
は
本
州
西
端
か
ら
関
東
地
方
に
及
ぶ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
二

者
-
女
王
国
と
北
部
九
州
設
置
の
大
率
と
の
境
界
は
、
『三
国
志
』
の
記
す
帯
方
郡
よ
り
女
王
国
間

一
万
二
千
里

の
里
程
か
ら
関
門
海
峡

に
引
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
先
き
に
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
い
ま
、
こ
の
女
王
国
の
西
端
に
あ
た
る
関
門
海
峡
を
あ
ぐ
る
地
の

歴
史
事
象
を
辿
る
こ
と
で
、
女
王
国

・
大
率
の
境
界
が
も

つ
意
義
を
検
討
し
て
み
た
い
と
考
え
る
。
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二
、
女

王
国
西
端
地
-
長
門

・
周
防

『
日
本
書
紀
』
垂
仁
天
皇
二
年
是
歳
の
條

に
著
名
な
都
怒
我
阿
羅
斯
等
の
記
事
が
あ
る
。
「崇
神
天
皇
の
時
、
越
前
敦
賀

(笥
飯
浦
)

に
意
富
伽
羅
国
の
王
子
都
怒
我
阿
羅
斯
等
が
到
着
、
や
が
て
彼
は
出
雲
国
を
経
て
、
穴
門
に
至
り
大
和
の
都
に
入

る
。
代
替
り
し
た
垂
仁

天
皇

の
も
と
で
三
年
間
仕
え
、
任
那

へ
帰
る
」
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
日
本
海
沿
岸
か
ら
関
門
海
峡
i
穴
門
を
越
え
大
和
の
朝
廷
に
至
る

海
路
網
の
存
在
が
直
ち
に
読
み
と
れ
る
記
事
で
あ
る
。
こ
の
海
路
網
の
中
で
都
怒
我
阿
羅
斯
等
と
関
係
づ
け
て
説
か
れ
る
の
は
越
前
角
鹿

(敦
賀
)
の
笥
飯
浦
と
穴
門

(浦
)
と
河
内
海
で
あ
る
。
長
門
国
穴
門

(浦
)
が
強
く
意
識
さ
れ
る
要
地
で
あ
る

こ
と
を
雄
弁
に
物
語
る



6

史
料
と
い
え
る
。

『日
本
書
紀
』
仲
哀
天
皇
二
年
二
月
六
日
以
降
の
記
事
も
興
味
深
い
。
仲
哀
天
皇
は
二
年
二
月
六
日
、
角
鹿

に
行
幸
、
笥
飯
宮

(行

宮
)
を
建
て
る
。
三
月
十
五
日
天
皇
は
僅
か
の
側
近
、
官
人
数
百
人
と
い
う
少
人
数
で
南
国
巡
狩
の
旅
に
出
、
紀
伊
国
徳
勒
津
宮
に
至
る

が
、
こ
の
時
、
熊
襲
叛
し
、
天
皇
は
そ
の
征
討
を
計
画
、
徳
勒
津
を
出
発
し
穴
門
に
着
く
。
天
皇
は
角
鹿
笥
飯
宮

に
い
ま
す
皇
后
に
、
其

の
津

(角
鹿
津
)
を
出
発
し
穴
門
に
来
る
よ
う
指
示
、
六
月
十
日
、
天
皇
は
穴
門
の
豊
浦
津
に
移
る
。
皇
后
は
直
ち
に
角
鹿
を
た
ち
七
月

五
日
、
曲豆
浦
津
に
到
着
、
天
皇
と
合
流
す
る
。
九
月
に
は
宮
室
を
穴
門
に
建
て

「穴
門
曲豆
浦
宮
」
と
な
づ
け
た
と
記
し
て
い
る
。
穴
門
の

曲豆
浦
津
が
本
州
西
端
の
津
と
し
て
重
視
さ
れ
、
こ
の
地
に
穴
門
豊
浦
宮
を
設
け
熊
襲
征
討
の
根
拠
地
と
す
る
経
緯
が
よ
く
読
み
と
れ
る
の

で
あ
る
。

仲
哀
天
皇
は
こ
の
穴
門
曲豆
浦
宮
を
八
年

一
月
四
日
出
発
、
筑
紫
国
に
向
う
。
ま
ず
周
防
の
裟
婆
浦

で
筑
紫
の
岡
縣
主
が
天
皇
を
迎
え

「穴
門
よ
り
向
津
野
大
済
に
至
る
間
を
東
門
と
し
、
名
護
屋
大
済
を
以

っ
て
西
門
と
し
、
逆
見
海
を
塩
地
と
し
て
献
る
」
と
申
し
出
る
を

う
け
、
山
鹿
岬
を
通
り
岡
浦

(遠
賀
浦
)
に
入
港
、

一
方
、
皇
后
は
別
船
で
洞
海
に
出
、
岡
浦
で
天
皇
と
合
流
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
合

流
す
る
岡
浦
が
遠
賀
川
河
口
の
港
津

で
あ
る
こ
と
は
論
ず
る
ま

で
も
な
い
と
こ
ろ
。
ま
た
こ
の
岡
浦

へ
入
る
前
、
筑
紫

の
伊
都
縣
主
が
穴

門
の
引
嶋
で
天
皇
を
迎
え
、
天
皇
は
や
が
て
灘
縣
に
到
着
、
橿
日
宮
に
入
ら
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
岡
縣
主
が
天
皇
に
献
じ
た
海
は
山

口
県
大
津
郡
日
置
町
向
津
久
と
穴
門
を
結
ぶ
東
界
と
北
九
州
市
名
古
屋
岬
を
西
界
と
す
る
海
域

で
あ
り
、
岡
縣

主
の
管
理
す
る
海
域
で

あ

っ
た
と
見

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

天
皇
は
こ
の
橿
日
宮
で
撞
賢
木
厳
之
御
霊
天
疎
向
津
媛
命
な
ど
の
朝
鮮
半
島
進
攻
の
神
託
を
信
じ
ず
、
熊
襲
征
討
中
、
死
去
す
る
。
皇

后
、
武
内
宿
禰
は
天
皇
の
喪
を
秘
し
、
海
路
を
と
り
天
皇
の
屍
を
橿
日
宮
か
ら
穴
門
に
遷
し
、
曲豆
浦
宮
で
積
を
営
む
。
後
、
武
内
宿
彌
は
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橿
日
宮

に
帰
り
、
皇
后
と
共
に
軍
を
動
か
す
。
ま
ず
、
吉
備
臣
祖
鴨
別
を
出
軍
さ
せ
て
熊
襲
を
服
さ
せ
、

一
方
、
松
浦
縣
ま
で
出
て
、
の

ち
橿
日
浦
に
還
り
橿
日
宮
に
入
る
。
皇
后
の
こ
う
し
た
動
き
を
窺
う
と
、
北
部
九
州
で
は
灘
縣
橿
日
宮
を
拠
点
と
し
、
穴
門
曲豆
浦
宮
を
本

拠
と
す
る
形
を
と

っ
て
い
る
こ
と
が
歴
然
と
し
て
く
る
。
橿
日
宮
で
皇
后
は
諸
国
に
命
じ
て
船
舶
を
集

へ
て
兵
甲
を
あ

つ
め
、
西
海
に
海

人
を
出
し
て
神
託
の
語
る
地
、
朝
鮮
半
島
1
新
羅
の
地
を
索
め
る
。
磯
鹿
海
人
が
そ
の
地
を
確
認
、
皇
后
は
軍
勢
を
ひ
き
い
、
対
馬
国
和

珊
津
よ
り

一
挙
に
新
羅
を

つ
き
勝
利
す
る
。
皇
后
は
軍
を
勝
利
に
導
い
た
住
吉
三
神
を
穴
門
山
田
邑
に
祠
を
設
け

て
祭
ら
し
あ
、
自
か
ら

も
群
卿

・
百
寮
を
ひ
き
い
て
穴
門
曲豆
浦
宮
に
還
り
、
残
中
の
天
皇
の
喪
を
収
あ
て
、
海
路
を
と
り
宮
都

へ
還
っ
て
い
る
。

こ
の
記
事
で
は
皇
威
に
叛
す
る
熊
襲

へ
の
征
討
軍
が
、
途
時
、
熊
襲
征
討
と
新
羅
進
攻
の
二
目
的
を
遂
行
せ
ざ

る
を
得
な
い
状
況
に
変

化
す
る
次
第
が
描
か
れ
、
神
功
皇
后

・
武
内
宿
禰
が
両
目
的
を
悪
な
く
果
す
様
子
が
読
め
る
。
そ
の
際
、
天
皇

・
皇
后
が
大
和
の
都
を
離

れ
長
期
間
こ
う
し
た
征
討
に
従
事
し
う
る
朝
廷
の
安
定
が
注
目
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
女
王
国
の
門
戸
、
帯
方
郡
か
ら

一
万
二
千
余
里
と

記
述
さ
れ
た
女
王
国
の
門
戸
-
関
門
海
峡

の
地
が
、
こ
の
記
事
に
見
え
る
長
門
国
穴
門
曲豆
浦
と

い
っ
た
地
域
で
あ
る
こ
と
を
雄
弁

に
物

語

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
新
羅
進
攻
軍
は
灘
県
橿
日
宮
で
整
え
ら
れ
、
灘
津
か
ら
船
出
し
て
い
く
。
灘
津
が
魏
志

の
奴
国
、
金
印
の
印
文

に
み
る
漢
の
倭
の
奴
国
王
の

「奴
国
」
の
地
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
仲
哀
紀

・
神
功
皇
后
紀
を

繕
く
か
ぎ
り
、
倭
国
の
女
王
国
西
端
と
推
測
さ
れ
る
長
門
国
の
軍
事
的
、
政
治
的
な
重
要
性
が
如
何
に
高
い
も
の
で
あ
る
か
が
確
認
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
長
門
国
の
重
要
性
は
、
後
代
に
も
引
き
継
ぎ
指
摘
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
継
体
天
皇
二

一
年
八
月
紀

に
は
磐
井
の
乱
に
あ
た

り
、
「天
皇
、
親
ら
斧
鍼
を
と
り
て
大
連

(物
部
麓
鹿
火
大
連
)
に
授
け
て
日
く
、
長
門
よ
り
東
を
ば
朕
制
ら
む

、
筑
紫
よ
り
西
を
ば
汝

制
れ
。
専
ら
賞
罰
を
行

へ
、
頻
り
に
奏
す
こ
と
に
勿
煩
ひ
そ
と
の
た
ま
ふ
」
と
い
っ
た
記
事
が
あ
る
。
天
皇
親
政

の
地
を
長
門
ま
で
と
し
、
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筑
紫
以
西
は
物
部
麓
鹿
火
大
連
が
専
政
す
る
こ
と
を
許
し
、
賞
罰
の
専
断
を
も
承
認
す
る
と
い
う
内
容
を
通
じ
、
長
門
の
地
が
大
和
に
宮

都
を
置
く
天
皇
の
直
接
統
治
地
域
の
西
端
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
意
義
を
も

つ
長
門
国
の
穴
門
に
つ
い
て
は
欽
明
天
皇
二
二
年
紀
に
も
興
味
ぶ
か
い
記
述
が
あ
る
。
新
羅
使
奴
氏
大
舎
が
調

賦

の
献
使
と
し
て
来
日
、
し
か
し
難
波
の
大
郡
に
あ

っ
て
掌
客
額
田
部
連
な
ど
が
彼
の
使
節
を
百
済
の
下
に
位
置
づ
け
た
た
あ
に
大
舎
は

怒
り
、
館
舎
に
入
ら
ず
船
で
穴
門
を
経
て
帰
ろ
う
と
す
る
。
丁
度
そ
の
時
、
関
門
海
峡
に
置
か
れ
た
外
客
接
待
施

設
、
後
に
臨
海
館

.
長

門
館
と
も
呼
ば
れ
た
穴
門
館
は
修
理
工
事
中
。
大
舎
は

「何
れ
の
客
の
た
め
に
造
る
の
か
」
と
問
う
た
と
こ
ろ
工
匠
、
河
内
馬
飼
首
押
勝

は
い

つ
わ
り

「西
の
方
の
使
節
礼
な
き
こ
と
を
問
う
使
節
の
宿
る
所
な
り
」
と
答
え
る
。
大
舎
は
大
急
ぎ
で
帰
国
、
新
羅
は
阿
羅
波
斯
山

城

を
築
き
日
本
の
進
攻
に
備
え
た
と
記
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
穴
門
館

(臨
海
館

・
長
門
館
)
の
存
在
は
、
こ
の
穴
門
の
地
が
港
津
と
し

て
極
め
て
重
視
さ
れ
、
軍
港
と
さ
れ
た
り
、
天
皇
行
宮
の
地
と
な
る

一
方
、
外
交
使
節
の
居
館
の
地
と
し
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た

こ
と
を
教
え
る
の
で
あ
る
。
鴻
臆
館

・
難
波
館
の
間
を
結
ぶ
館
で
あ
る
が
、
帯
方
都
か
ら

一
万
二
千
里
の
位
置
に
あ
る
倭
国
内
、
女
王
国

の
西
端
港
津
の
後
身
門
戸
の
姿
が
こ
の
よ
う
に
見
事
に
記
述
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
長
門
の
特
殊
性
1
天
皇
親
政
地
の
最
西
端
、
港
津
、
宮
殿
、
客
館
な
ど
の
機
構
が
数
多
く
集
中
す
る
地
だ
け
に
、
こ
う
し
た

施

設

・
機
構
の
た
め
に
い
ま

一
つ
の
重
要
な
施
設
が
登
場
す
る
。
白
村
江
の
敗
戦
で
大
唐
軍
の
進
攻
と
い
う
危
機
を
迎
え
た
天
智
天
皇
は
、

そ
の
三
年
、
対
馬
、
壼
岐
、
筑
紫
国
な
ど
に
防
人
と
峰
火
を
置
き
、
築
紫
に
水
城
を
築
く
が
、

つ
づ
い
て
四
年
八
月
、
城
を
長
門
国
に
築

か
せ
、
併
せ
て
大
宰
府
に
接
す
る
大
野
城

・
橡
城
を
築
か
せ
る
。
六
年
に
は
対
馬
金
田
城
、
讃
岐
屋
嶋
城
、
大
和
高
安
城
が
造
ら
れ
る
。

当

時
の
倭
国
の
先
端
地
、
対
馬
、
大
宰
府
、
長
門
や
宮
都
を
中
核
に
こ
う
し
た
築
城
が
意
図
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
長
門
城

築
城
の
も

つ
意
味
は
、
こ
の
穴
門
豊
浦

の
地
が
長
い
歴
史
の
中
で
常
に
意
識
さ
れ
る
政
治

.
外
交
行
政
の
枢
要
地

で
あ

っ
た
こ
と
に
も
と
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つ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
雄
弁
に
物
語
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
長
門
国
の
政
治
的
、
外
交
的
重
要
性
を
鮮
や
か
に
表
現
す
る
の
は
天
武
天
皇
五
年

一
月
二
五
日
の
記
事
で
あ
る
。
天
皇
は

「凡
そ
国
司
を
任
命
す
る
に
当

っ
て
は
、
畿
内

・
陸
奥

・
長
門
国
を
の
ぞ
き
、
以
外
の
国
は
皆
、
大
山
位
よ
り
以
下
の
人
物
を
任
用
せ

よ
」
と
詔
す
る
。
長
門
国
が
陸
奥
国
と
並
び
他
国
と
区
別
さ
れ
る
特
別
な
国
で
あ
る
こ
と
を
こ
の
詔
は
鮮
や
か
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
藤
原
廣
嗣
の
乱
で
も
こ
の
地
は
極
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。
聖
武
天
皇
天
平
十
二
年
八
月
二
九
日
、
大
宰
少
武
藤
原
廣
嗣

は
天
下
失
政
、
天
地
災
異
を
理
由
に
天
皇
の
側
近
、
僧
正
玄
防
法
師
、
右
衛
士
督
下
道
眞
備
を
除
く

べ
し
と
上
表
、
日
を
お
か
ず
九
月
三

日
に
挙
兵
す
る
。
天
皇
は
大
野
東
人
を
大
将
軍
と
し
、
東
海

・
東
山

・
山
陰

・
山
陽

・
南
海
道
五
道
の
軍
、

一
萬
七
千
人
を
授
け
討
た
せ

る
。
一
=

日
、
天
皇
は
、
東
人

の
上
奏
に
こ
た
え

「長
門
国
停
泊
中
の
遣
新
羅
使
船
の
物
資
は
長
門
国
に
蔵
め
、
使
節
中
採
用
す
べ
き
者

あ
れ
ば
任
用
可
な
り
」
と
勅
し
て
い
る
。
こ
の

一
事
は
長
門
国
が
遣
新
羅
使
船
な
ど
遣
使
船
、
来
朝
船
の
停
泊
地
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ

て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
共

に
、
天
皇
の
勅
許
を
得

て
始
め
て
任
用
し
収
蔵
す
る

「天
皇

・
国
家
」
の
遣
使
船
の
性
格
を
鮮
や

か
に
物
語
る
記
事
で
も
あ
る
。
こ
の
廣
嗣
を
め
ぐ
る
戦
い
は
、
緒
戦
は
曲豆
前
国
京
都
郡
鎮
長
、
企
救
郡
鎮
長
、
登
美

・
板
櫃

・
京
都
三
営

と
い
っ
た
廣
嗣
側
の
陣
営
に
対
し
、
朝
廷

(大
野
東
人
)
側
で
は
長
門
国
豊
浦
郡
少
領
額
田
部
広
麻
呂
が
対
峠
し
、
初
戦
の
動
向
を
朝
廷

有

利
に
、
勝
利
に
導
い
て
い
る
。
大
宰
少
武
の
位
置
に
あ
る
廣
嗣
の
呼
び
か
け
に
九
州
北
部
の
国
郡
は
相
呼
応
し

て
反
朝
廷

・
親
太
宰
府

の
立
場
を
と
る
形
勢
が
生
ま
れ
る
中
、
本
州
西
端
、
長
門
国
豊
浦
郡
は
親
朝
廷

・
反
広
嗣
の
立
場
を
明
確
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

明

確
な
動
向
の
相
違
は
、
女
王
国
と
大
率
、
女
王
国
西
端
港
津
地
と
大
率
東
端
港
津
地
と
い
う
政
治
的
に
よ

っ
て
た

つ
基
盤
の
相
違
に
遠

因

が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

構
徳
天
皇
神
護
景
雲
元
年
、
法
王
と
な

っ
た
道
鏡
に
法
王
宮
職
を
設
置
、
そ
の
中
で
四
月
に
は
伊
勢
国
多
気
郡

の
下
敢
磯
部
忍
国
が
銭
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百
万
、
絹
五
百
疋
、
稲

一
萬
束
を
献
じ
て
外
正
五
位
下
を
授
か
り
、
廿
九
日
は
長
門
国
豊
浦
團
毅
額
田
部
直
塞
守
が
銭
百
万
、
稲

一
萬
束

を
献
じ
て
從
五
位
上

・
曲豆
浦
郡
大
領
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
単
な
る
團
毅
の
位
置
で
は
献
じ
が
た
い
多
量
の
進
献

に
基
づ
い
て
大
領
に
至

る

一
面
を
見
る
と
、
長
門
豊
浦
郡
の
港
津
交
易
に
も
と
ず
く
繁
栄
、
穴
門
豊
浦
の
繁
昌
が
そ
の
蓄
財
の
基
礎
に
あ
る
こ
と
が
読
み
と
れ
る

で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
長
門
国
豊
浦

(穴
門
豊
浦
宮
)
と
共
に
注
目
さ
れ
る
い
ま

一
つ
の
地
は
、
周
防
国
裟
婆
で
あ
る
。

『日
本
書
紀
』
景
行
天

皇
十
二
年
九
月
五
日
の
条
に
は

「秋
七
月
、
熊
襲
反
き
て
朝
貢
ら
ず
。
九
月
五
日
、
天
皇
周
芳
国
娑
婆
に
到
り
給

ふ
」
と
あ
り
、
以
後
、

豊
前
国
長
峡
縣
、
碩
田
国
速
見
邑
、
直
入
縣
来
田
見
邑
へ
と
征
討
の
軍
を
進
め
る
状
況
が
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
記
事
と
相

い
通
ず
る
記
事
は

『豊
後
国
風
土
記
』
に
も
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
速
見
郡
の
記
事
に

「昔
、
纒
向
日
代
宮
に
御
宇
す
天
皇
、
玖
磨
囎
吻

を
珠
せ
ん
欲
し
て
筑
紫
に
行
幸
、
周
防
国
佐
婆
津
よ
り
船
発
き
し
て
渡
り
て
海
部
郡
宮
浦
に
泊
り
た
ま
ふ
」
と
あ
り
、
国
崎
郡
の
記
事
に

も

「昔
、
纒
向
日
代
宮
に
御
宇
す
天
皇
、
御
船
周
防
国
佐
婆
津
よ
り
発
し
て
渡
り
ま
す
。
遙
か
に
此
国
を
覧
そ
な

は
し
て
勅
り
日
く
。
」

と
記
し
国
崎
と
呼
ば
れ
る
に
至

っ
た
理
由
を
述

べ
て
い
る
。
記
事
中
の
裟
婆
津
は
書
紀

・
風
土
記
に
通
ず
る
景
行
天
皇
の
足
跡
の
中
で
、

そ

の
始
発
の
地
と
な

っ
て
い
る
、
換
言
す
れ
ば
こ
の
記
事
で
は
熊
襲
征
討
の
始
発
の
地
と
な

っ
て
い
る
の
は
周
防
国
裟
婆
津
で
あ
る
こ
と

が
読
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
裟
婆
の
地
は
仲
哀
紀
に
も
登
場
す
る
。
熊
襲
叛
き
朝
貢
せ
ず
と
い
う
こ
と
で
仲
哀
天
皇
は
二
年
、
皇
后
と
連
繋
し
穴
門
豊
浦
津
で

合
流
、
宮
室
-
穴
門
豊
浦
宮
を
営
り
こ
の
地
を
拠
点
に
行
動
す
る
。
八
年

一
月
四
日
、
天
皇
の
筑
紫
行
幸
に
際
し
、
岡
縣
主
が
五
百
枝
の

賢
木
を
九
尋
の
船
の
舳
に
樹

て
、
上
枝
に
白
銅
鏡
、
中
枝
に
十
握
劔
、
下
枝
に
八
尺
環
を
掛
け
て
周
防
の
裟
婆
浦

に
参
り
天
皇
を
迎
え
、

魚
塩
の
地
を
献
じ
た
と
記
し
て
い
る
。
穴
門
曲豆
浦
津
と
連
繋
す
る
港
津
-
婆
婆
津
の
姿
が
よ
く
語
ら
れ
て
い
る
記
事
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
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相
似
た
視
点
を
提
供
す
る
の
は
神
功
紀
摂
政
前
紀
、
仲
哀
天
皇
九
年
十
二
月
十
四
日
の
記
事
で
あ
る
。
皇
后
が
新
羅
を
討
ち
帰
国
、
十

二
月
十
四
日
誉
田

(応
神
)
天
皇
が
誕
生
す
る

一
文
に

一
書
を
ひ
い
て
、
仲
哀
天
皇
が
筑
紫
橿
日
宮
に
坐
し
ま
す
時

「表

・
中

・
底
筒
雄

神

が
沙
婆
縣
主
に
愚
り

「天
皇
、
若
し
寳
の
国
を
欲
り
す
る
な
ら
ば
現
に
授
け
ま

つ
ら
む
、
天
皇
の
い
ま
願
う
国

(熊
襲
国
)
は
実
無
き

国
、
天
皇
の
御
船
、
穴
門
直
践
立
が
献
じ
た
太
田
を
幣
と
し
て
我
を
祀
れ
ば
新
羅
国
を
天
皇
に
授
け
ん
」
と
託
し
た
と
記
し
て
い
る
。
愚

依

す
る
沙
婆
縣
主
、
幣
物
と
な
る
穴
門
直
の
太
田
…
と
見
る
と
、
穴
門
豊
浦
宮
な
り
筑
紫
の
宮
殿
に
あ
る
天
皇
の
周
辺
に
、
佐
婆
縣
主
、

穴

門
直
な
ど
周
防
、
長
門
の
官
人
群
が
種

々
の
機
会

に
深
く
係
り
合

っ
て
い
る
様
子
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
裟
婆

の
地
を
重
要
な
も
の
に
す
る
記
事
が
あ
る
。
推
古
天
皇
十

一
年
二
月
四
日
紀
が
そ
れ
。
軍
衆

二
萬
五
千
人
を
率
い

て
新
羅
を
討

つ
べ
く
前
年
四
月
、
筑
紫
に
到
着
し
た
来
目
皇
子
は
、
六
月
病
臥
、
こ
の
日
遂
に
死
去
す
る
。
騨
使
の
奏
上
に
天
皇
は
驚
愕
、

聖
徳
太
子
、
蘇
我
大
臣
を
召
し

「征
新
羅
大
将
軍
来
目
皇
子
莞
去
、
其
の
大
事
に
臨
み
て
遂
ぐ
る
こ
と
得
ず
な
り
ぬ
、
甚
だ
悲
し
き
か

な
」
と
告
げ
る
。
結
果
、
皇
子
の
遺
体
は
周
芳
国
裟
婆
に
移
さ
れ
、
派
遣
さ
れ
た
土
師
連
猪
手
に
よ
っ
て
積
り
が
執
り
行
わ
れ
、
後
に
河

内
埴
生
山
の
岡
に
葬
ら
れ
た
と
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
神
話
を
信
じ
な
い
仲
哀
天
皇
は
筑
紫
橿
日
宮
で
崩
御
、
そ
の
際
は

「ひ
そ
か
に

天
皇
の
屍
を
収
め
て
武
内
宿
禰
に
付
け
て
、
海
路
よ
り
穴
門
に
遷
る
。
而
し
て
曲豆
浦
宮
に
積
す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
来
目
皇
子
の
場

合
も
、
筑
紫
よ
り
皇
子
の
屍
を
収
め
て
土
師
連
猪
手
に
付
け
て
、
海
路
よ
り
周
防
に
至
る
、
而
し
て
裟
婆
に
積
す
と

い
う
状
況
で
あ

っ
た

と
見

て
よ
い
。
何
故
、
仲
哀
天
皇

・
来
目
皇
子
が
九
州
筑
紫
で
の
死
去
に
あ
た
り
、
そ
の
地
で
積
す
る
こ
と
な
く
、
海
路
に
よ
り
長
門

・

周
防
に
運
び
、
そ
の
地
で
殖
り
す
る
の
か
、
や
は
り
、
そ
の
背
景
に
は
九
州
と
本
州
を
区
別
す
る
意
識
が
明
確
に
裁
然
と
働

い
て
い
る
と

見

る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
積
宮
の
設
営
に
見
ら
れ
る
区
別
は
、
恐
ら
く
女
王
国
と
大
率
、
朝
廷
と
遠
朝
廷
の
間
に
み
ら
れ
る
意
識

の
相
違
に
還
元
す
る
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こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
遠
い
、
鄙
の
地
で
の
死
は
恐
ら
く
鎮
魂
の
妨
げ
と
見
な
さ
れ
、
せ
め
て
朝
廷
の
直
接
統
治
の
範
図
と
さ
れ
る

地

で
の
鎮
魂
の
実
修
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
共
に
軍
旅
の
途
時
、
そ
の
士
気

へ
の
影
響
を
も
慮
れ
ば
、
こ
う
し
た
長
門
、
周
防
で

の
殖
り
と
い
っ
た
形
が
と
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

女
王
国
の
西
端
で
あ
る
長
門

・
周
防
、
そ
の
中

で
も
豊
浦
津
と
裟
婆
津
は
女
王
国
西
端
の
門
戸
と
し
て
、
吉
備
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

投
馬
津
と
並
ぶ
、
或

い
は
は
る
か
に
凌
駕
す
る
極
め
て
重
要
な
港
津
で
あ

っ
た
と
想
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
具
体
的

に

『
日
本
書
紀
』

.

『続
日
本
紀
』

・

『古
事
記
』

・

『風
土
記
』
に
登
場
す
る
両
津
の
記
事
を
以
上
の
よ
う
に
掲
げ
れ
ば
、
そ
の
重
要
性
、
特
異
な
性
格
は

一
目
瞭
然

で
あ
ろ
う
。
朝
鮮
半
島
や
南
部
九
州

へ
の
軍
征
、
外
交
の
拠
点
と
し
て
、
時
に
は
天
皇
、
皇
后
親
征
の
拠
点
と
な
る
宮
都
造
営

の
地
と
し
て
も
両
港
は
大
き
な
役
割
を
果
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、

一
点
、
留
意
し
て
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
視
点
が
あ
る
。
そ
れ
は

「女
王
国
」
の
謂
い
で
あ
る
。
女
王
国

の
語
義
は

「女
王
の

直
接
統
治
す
る
範
図
」
、

一
方
再
三
、
女
王
国
と
重
ね
て
考
え
ら
れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
は
誤
り
、
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

の
が

「邪
馬
台
国
」
で
あ
る
。
女
王
の
宮
城
、
宮
都
の
所
在
地
で
あ
る
邪
馬
奎
国
は
女
王
国
の
領
域
中
に
み
ら
れ

る
数
多
い

「国
」、
投

馬
国
な
ど
と
同
称
の

「国
」
の

一
で
あ
る
。
後
代
の
山
城

・
播
磨

・
近
江
国
と
大
和
国
と
い
う
在
り
方
と
共
通
す
る
面
が
指
摘
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
問
題
は

「女
王
国
」
の
称
、
こ
の
称
は
女
王
-
卑
弥
呼
、
垂
与
の
存
世
中
の
み
存
在
し
う
る
称
で
あ
り
、
女
王
卑
彌
呼
以
前
、

男
王
帥
升
の
時
代
に
は
実
態
は
別
と
し
て

「女
王
国
」
の
称
は
な
く
、
女
王
垂
与
の
後
嗣
が
男
性

で
あ
れ
ば
や
は
り

「女
王
国
」
の
称
は

用

い
ら
れ
な
い
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
特
異
な
国
称
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
卑
彌
呼

・
垂
与
女
王
の
時
代
は
男
弟
が
執
政
を
佐
治

す

る
の
で
あ
ろ
う
が
、
九
州
に
は
大
率
を
設
置
、
九
州
諸
国
を
統
轄
さ
せ
る
と
と
も
に
外
交
と
対
外
防
衛
を
こ
の

「大
率
」
に
管
掌
さ
せ

て
い
る
の
で
あ
る
。

『三
国
志
』
は
大
率
が
設
置
さ
れ
て
い
る
伊
都
国
は

「官
は
爾
支
、
副
を
泄
摸
触
、
柄
渠
触
と

い
う
」
官
制
、
女
王
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卑

弥
呼
の
宮
都
が
置
か
れ
て
い
る
邪
馬
毫
国
は

「官
を
伊
支
馬
、
次
を
弥
馬
升
、
次
を
弥
馬
獲
支
、
次
を
奴
佳
鰻
と
い
う
」
官
制
を
と
る

こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
他
の
諸
国
が
二
官
制
を
と
る
中
で
こ
の
二
国
の
み
が
三
官

・
四
官
制
を
と
る
こ
と
は
特
に
注
目
さ
れ
る
所
。
宮

都
、
大
率
を
設
置
す
る
国
で
あ
る
だ
け
に
官
制
面
で
も
区
別
さ
れ
、
格
別
な
整
備
が
は
か
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
特

別
な
官
制
整
備
は
宮
都
、
大
率
設
置
の
大
国
、
上
国
で
あ
る
が
た
め
。
『三
国
志
』
で
は
こ
の
よ
う
に
邪
馬
毫
国

・
伊
都
国
の
地
方
官
制

は
辿
れ
て
も
、
倭
国
、
女
王
国
、
大
率
自
体
の
具
体
的
な
執
政
の
官
制
は
全
く
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
実
態
は
判

じ
が
た
い
。
し
か
し

律
令
時
代
、
令
制
下
で
は
大
宰
府
は
帥

・
大
小
武

・
大
小
監

・
大
小
典
の
四
等
官
の
ほ
か
に
主
神

・
判
事

・
工

・
博
士

・
陰
陽
師

・
医
師

.
主
船

.
主
厨

.
防
人
司
な
ど
の
官
制
を
具
え
て
い
る
。
ま
た
、
平
安
時
代
に
は
蔵
司

・
税
司

・
厨
司

・
公
文
所

・
大
帳
所

・
兵
馬
所
な

ど

の
諸
司
が
見
ら
れ
る
。
想
ら
く
女
王
卑
弥
呼
の
時
代
、
「大
率
」
に
も
こ
う
し
た
大
宰
府
官
司
と
共
通
す
る
大
率

の
官
司
が
編
成
さ
れ

て
い
た
に
相
違
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
倭
国
朝
廷
の
官
制
に
も
、
藤
原

・
平
城
宮
と
相
通
じ
た
官
司
制
の
存
在
が
推
察

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

『三
国
志
』
の
記
事
か
ら
う
か
が
え
ば
大
率
の
任
務
遂
行
の
た
め
に
は
諸
国
検
察
の
官
、
群
国
を
刺
挙
し
政
績
を
奏
報
す
る
官
-
刺
吏
、

使

節
往
来
の
除
に
津
で
捜
露
す
る
官
、
文
書

・
賜
遣
の
も
の
を
把
握
す
る
官
、
文
物

・
賜
遣
の
物
を
伝
送
し
女
王
に
詣
ら
し
め
る
官
な
ど
、

そ
れ
ぞ
れ
任
に
応
じ
た
多
く
の
官
司
が
設
置
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
ろ
う
。

三
、
長
門
豊
浦
と
河
内

日
下

・
豊
浦

宮
都
の
所
在
す
る
邪
馬
毫
国
の
門
戸
は
河
内
潟
で
あ
る
。
こ
の
河
内
潟
は
、
大
和
川
や
石
川
が
運
び
こ
む
土
砂
の
推
積
で
次
第
に
そ
の

面
積
を
せ
ば
あ
、
急
速
に
数
多
い
河
川
が
複
雑
に
流
れ
る
河

・
か
わ

・
川
の
地
-
河
内
と
化
し
て
い
く
が
、
潟
地
の
背
後
に
は
、
港
津
を
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管

掌
す
る
官
僚
氏
族
が
目
白
押
し
、
集
中
す
る
。
港
津
文
書
の
作
成
や
管
理
、
詔
書
、
国
書
等
に
深
く
関
係
す
る
西
文
氏
、
港
津
自
体

の

管

理

・
運
営

・
修
築
等
に
係
わ
る
津
氏
、
船
舶
の
停
泊
や
修
繕
、
管
理
な
ど
の
衝
に
あ
た
る
船
氏
、
中
国
や
朝
鮮
半
島
諸
国
、
倭
国
内
各

国
な
ど
か
ら
運
び
こ
ま
れ
た
文
物
や
物
資
、
ま
た
倭
国
朝
廷
の
大
蔵
な
ど
か
ら
運
び
出
さ
れ
る
文
物
や
物
資
を
収
納
す
る
蔵
、
こ
う
し
た

蔵

を
管
掌
す
る
蔵
氏
、
河
内
潟
港
津
に
到
着
し
た
外
国
使
節
が
騎
乗
し
大
和
の
朝
廷
に
赴
く
馬
を
司
る
馬
毘
登
…
…
算
え
き
れ
い
な

い
程

数

多
く
の
官
僚
が
港
津
を
あ
ぐ
っ
て
居
住
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
西
文
氏
、
津
氏
、
船
氏
、
蔵
氏
、
馬
毘
登
…
こ
う
し
た
氏
族
は
と
も
に

渡

来
系
氏
族
で
あ
る
。
恐
ら
く
朝
廷
は
優
秀
な
渡
来
系
氏
族
を
、
河
内
潟
港
津
を
支
え
維
持
す
る
各
職
業
の
官
僚
群
と
し
て
適
切
な
形
で

配
置
、
編
貫
す
る
こ
と
で
、
そ
の
管
理

・
維
持
の
万
全
を
計

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
在
り
方
は
河
内
潟
の
み
で
な
く
豊
浦
津
、

伊
勢
津
、
大
津
、
徳
勒
津
な
ど
で
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
渡
来
系
氏
族
を
統
率
す
る
た
め
に
、
河

内
潟
で
は
蘇
我
氏

一
族
石
川
氏
が
息
づ
き
、
軍
備
、
警
備
面
を
荷
う
形
で
物
部
氏
が
居
住
す
る
、
さ
ら
に
そ
の
上
部
機
構
と
し
て
天
皇
家

の
姻
族
で
あ

っ
た
和
遍

・
息
長

・
尾
張
氏
が
全
体
を
統
率
す
る
形
を
と

っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
各
地
の
港
津
も
大
小
は
あ
れ
と
も
に
相

似
た
機
構
で
も

っ
て
港
津
の
運
営
が
は
か
ら
れ
て
い
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

長
門
曲豆
浦
津
の
場
合
も
、
僅
か
に
の
こ
る
史
料
中

で
も
、
長
門
館
の
修
理
に
工
匠
河
内
馬
飼
首
押
勝
、
廣
嗣
の
乱
時
の
豊
浦
郡
少
領
額

田
部
直
廣
麻
呂
、
多
量
の
鏡
稲

の
寄
付
に
よ
り
豊
浦
郡
大
領
に
任
じ
ら
れ
た
豊
浦
団
毅
額
田
部
直
基
守
な
ど
の
名
が
見
え
る
。
額
田
部
、

額

田
部
直
は
神
別
氏
族

で
あ
り
、
天
津
彦
根
命

に
出
自
す
る
氏
と
角
凝
魂
命
に
出
自
す
る
氏
が
知
ら
れ
る
。
別
に
和
泉
の
蕃
別
氏
族
に
額

田
部
鬼
玉
の
名
が
見
え
る
。
恐
ら
く
神
別
氏
族
額
田
部
氏
の

一
画
が
長
門
国
豊
浦
郡
の
大
領

・
少
領
、
或
い
は
豊
浦

団
毅
と
い

っ
た
高
い

職
を
占
め
て
い
る
様
子
が
容
易
に
読
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
額
田
部
氏
の
本
来
の
居
地
は
河
内
国
河
内
郡
額
田
郷

(東
大
阪
市

額

田
町
)
に
求
め
ら
れ
る
。
恐
ら
く
河
内
郡
の
額
田
部
氏
が
長
門
国
曲豆
浦
郡
に
分
住
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
彼

ら
額
田
部
氏
に
は
允
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恭

天
皇
の
代
に
隼
人
征
討
の
た
め
薩
摩
に
派
遣
さ
れ
た
と
の
伝
承
も
あ
り
、
こ
う
し
た
軍
征
や
派
遣
が
同
氏
を
各
地
に
分
拠
さ
せ
る
結
果

を
生
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
河
内
国
河
内
郡
額
田
郷
を
本
貫
と
し
て
各
地
に
分
枝
し
、
大
領

・
少
領
と
い
っ
た
郡
家

の
中
枢
を
占
め
た
り
、

団
毅

の
位
置
を
占
め
る
と
い
う
事
実
の
背
景
に
は
外
交

・
軍
事
氏
族
と
し
て
の
額
田
部
氏
の

一
性
格
が
挙
げ
ら
れ

る
。
著
名
な
額
田
部
連

比

羅
夫
は
推
古
天
皇

一
六
年
八
月
、
階
使
斐
世
清
の
入
京
に
あ
た
り
、
錺
馬
を
海
石
榴
市
に
遣
わ
し
て
こ
れ
を
迎
え
て
礼
辞
を
の
べ
、
推

古

天
皇
十
八
年
十
月
、
新
羅

・
任
那
の
使
人
が
入
京
し
た
際
も

「迎
新
羅
客
荘
馬
之
長
」
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
同
様
、
遡
れ
ば
欽
明
朝

の
額
田
部
連
某
の
存
在
が
あ
る
。
欽
明
天
皇
二
二
年
新
羅
貢
調
使
奴
氏
大
舎
の
来
朝
時
、
葛
城
直
ら
と
共
に
掌
客
と
な

っ
て
い
る
。
こ
の

除

、
大
舎
を
百
済
の
下
位
に
列
せ
し
め
た
た
め
大
舎
は
怒
り
館
舎
に
入
ら
ず
帰
国
し
て
い
る
。
こ
の
帰
途
、
曲豆
浦
客
館
で
工
匠
、
河
内
馬

飼
首
押
勝
と
大
舎
は
遇
見
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
額
田
部
連
家
は
こ
の
よ
う
な
史
料
か
ら
す
れ
ば
、
軍
事
の
ほ
か

に
賓
客
を
接
待
す
る
職

務
、
加
え
て

「賓
客
荘
馬
之
長
」
と
い
っ
た
職
責
を
荷
う
家
で
あ

っ
た
こ
と
が
容
易
に
読
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。
長
門
国
曲豆
浦
郡
の
二
人

の
額
田
部
直
家
も
姓
は
異
な
る
が
曲豆
浦
郡

・
豊
浦
津
、
豊
浦
館
に
お
い
て
ほ
ぼ
共
通
す
る
職
責
を
荷
い
、
大
飯

・
少
領
と
し
活
躍
し
て
い

た
も
の
と
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
方
、
長
門
国
豊
浦
館
の
修
理
を
担
当
し
て
い
た
工
匠
、
河
内
馬
飼
首
押
勝
の
存
在
も
興
味
ぶ
か
い
。
こ
の
河
内
馬
飼
首
家
は
馬
の
飼

養
、
調
教
に
当
る
氏
で
あ
る
。
こ
の
家
の
河
内
馬
飼
首
荒
籠
は
継
体
天
皇
を
越
前
国
三
国
か
ら
迎
え
る
際
、
彼
の
使
が
大
臣
や
大
連
の
本

意
を
密
か
に
伝
え
る
こ
と
で
即
位
に
至

っ
た
次
第
が
日
本
書
紀
に
記
さ
れ
て
い
る
。
い
ま

一
人
、
河
内
馬
飼
首
御
狩
は
遣
任
那
将
軍
近
江

臣
毛
野
の
傑
人
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
河
内
馬
飼
首
家
は
上
級
貴
族
-
大
臣

・
大
連

・
遣
任
那
将
軍
の
任
係
人
、
そ
う
し
た
人
ら
に
つ

き
従
う
馬
飼
人
と
し
て
の
性
格
を
も
兼
ね
備
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
河
内
馬
飼
首
押
勝
は
工
匠
と
し
て
穴
門
館
を
修
築
し
て
い

る
。
遣
任
那
将
軍
な
ど
派
遣
将
軍
の
係
人
と
な
る
家
だ
け
に
穴
門
館
な
ど
と
の
縁
も
あ

っ
て
彼
が
工
匠
と
し
て
来

て
い
る
可
能
性
も
あ
ろ

77
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う
。
彼
が
激
怒
し
て
新
羅

へ
帰
ろ
う
と
す
る
使
節
奴
氏
大
舎
に
対
し
即
妙
の
発
言
を
し
て
新
羅
を
震
憾
と
さ
せ
た
と
さ
れ
る

一
言
は
、
恐

ら
く
難
波
館
で
の
掌
客
を
担
当
し
た
額
田
部
連
、
乃
至
は
そ
の
周
辺
か
ら
新
羅
使
憤
怒
の
事
情
を
聴
き
知

っ
て
い
た
か
ら
か
も
知
れ
な
い

の

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
興
味
を
惹
く
事
実
が
あ
る
。
河
内
馬
飼
首
家
は
別
名
、
河
内
母
樹
馬
飼
首
と
称
し
た
よ
う

で
あ
る
。
御
狩
が
両
方

の
姓
で
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
河
内
母
樹
馬
飼
首
の
氏
の
名
か
ら
彼
ら
の
居
住
地
が
判
明
す
る
。
母
樹
は
水
走
氏
の
旧
記
に

は

「母
木
寺
、
枚
岡
下
曲豆
浦
邑
田
地
に
あ
り
」
と
記
し
て
い
る
。
ま
た

『日
本
書
紀
』
神
武
東
征
の
孔
舎
衙
坂

の
戦
い
に
こ
の

「母
木

邑

」
の
名
が
見
え
る
。
今
日
、
そ
の
地
は
古
代
の
河
内
国
曲豆
浦
郷
内
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
検
討
す
る
と
、
河

内

(母
樹
)
馬
飼
首
家
の
居
地
i
河
内
国
豊
浦
郷
と
、
額
田
部
連
家
の
居
地
ー
河
内
国
額
田
郷
の
関
係
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
実
は

こ
の
三
郷
は
隣
接
し
合
う
郷
で
あ
ろ
う
と

『枚
岡
市
史
』
は
述
べ
て
い
る
。
執
筆
者
藤
井
直
正
氏
作
成
の
こ
の
地
域
の
郷
の
位
置
図
は
よ

く
そ
の
間
の
実
際
を
し
め
す
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
北
側
に
額
田
部
家
の
額
田
郷
、
南
接
し
て
河
内
母
樹
馬
飼
首
家
の
豊
浦
郷

が
配
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
相
互
に
隣
接
、
近
接
し
て
両
家
が
あ
る
こ
と
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
「長
門
国
豊
浦
郡
」
の
郡
名
の

起
り
が
実
は
河
内
の

「曲豆
浦
」
に
由
る
や
も
知
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
河
内
の
額
田
、
豊
浦
両
郷
は
と
も
に
古
代

の

「日
下
江
ー
孔
舎
衙

江

」
に
接
す
る
地
で
あ
る
。
河
内
潟
の
東
縁

で
最
も
重
要
な
港
津
は
こ
の
日
下
江

(孔
舎
衙

・
草
香

.
含
曲豆
浦
津

)、
こ
の
日
下
江
か
ら

日
下
直
道
が
山
越
え
で
大
和

へ
通
じ
て
お
り
、
神
武
の
戦
い
は
こ
の
道
で
雫
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
港
津
の
全
体
の
管
理
は
物
部
氏
の

一
、

穂
積
氏
の
管
掌
す
る
と
こ
ろ
。
従

っ
て
日
下
江
の
港
津
機
能
の
各
々
は
、
た
と
え
ば
神
別
氏
族
額
田
部
家
や
南
の
大
宅
郷
に
住
む
渡
来
系

氏
族
河
内
直
家
な
ど
が
宛
て
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
さ
ら
に
下
に
河
内

(母
樹
)
馬
飼
首
家
な
ど
が
港
津
機
構
の

一
画

に
加
え
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
。
欽
明
朝
以
前
、
す
で
に
こ
う
し
た
機
構
は
整
備
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
長
門
国
豊
浦
郡
、
豊
浦
津
な
ど
に
も
、
こ
う
し
た

7s



「女王国 」論(二)

河
内
日
下
江

.
豊
浦
江
の
各
氏
の
状
況
が
移
植
さ
れ
る
形
で
存
在
し
た
可
能
性
が
極
あ

て
強

い
の
で
あ
る
。
曲豆
浦
郡
の
郡
名
は
河
内
の
豊

浦

の
郷
名
を
負
う
と
考
え
れ
ば
長
門
国
に
設
置
さ
れ
た
大
港
津
-
曲豆
浦
津
が
誕
生
し
て
く
る
背
景
に
河
内
潟
の
日
下
江

・
曲豆
浦
江
の
存
在

が
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

帯
方
郡
よ
り

一
万
二
千
余
里
で
至
る
女
王
国
、
そ
の
門
戸
は
長
門
国
豊
浦
津
、
周
防
国
裟
婆
津
と
呼
ば
れ
た
港
津
の
地
で
あ
り
、
卑
彌

呼
、
毫
与
女
王
の
時
代
、
東
方
遙
か
関
東
地
方
ま
で
が
女
王
国
と
呼
ば
れ
た
。
そ
の
女
王
直
接
統
治
地
の
西
端
門
戸
と
し
て
極
め
て
重
視

さ
れ
て
い
た
の
が
こ
れ
ら
の
門
戸
で
あ

っ
た
こ
と
が
こ
こ
に
明
ら
か
に
な

っ
た
。
こ
の
門
戸
-
豊
浦
、
裟
婆
津
の
も

つ
重
要
性
は

『日
本

書
紀
』

.

『風
土
記
』
な
ど
の
記
載
か
ら
も
十
分
　畏
づ
け
ら
れ
る
所
で
あ
る
。
時
に
は
朝
鮮
半
島
、
九
州
南
部
i
熊
襲

・
隼
人
と
の
争
乱

時

の
宮
都
と
し
て
天
皇
親
征
の
場
と
な
り
、
九
州
で
死
去
し
た
天
皇

・
皇
子
の
殖
宮
設
営

の
地
と
い
う
よ
う
に
常

々
長
門
曲豆
浦
の
地
は

「特
別
視
」
さ
れ
る
地
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
性
格
が
脈
々
と
流
れ
る
だ
け
に
、
女
王
卑
彌
呼

・
毫
与

の
時
代
に
も
相
似
た

「女
王
国
西
端

.
枢
要
港
津
」

.

「取
り
ま
く
朝
廷

(倭
国
)
派
遣
の
官
僚
群
と
官
僚
機
構
」
が
息
づ
い
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
改
あ
て
説
く
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
帯
方
郡
よ
り

一
万
二
千
余
里
の
距
離
が
長
門
国
豊
浦
津
ま
で
の
距
離
で
あ
る
か
ら
、
そ
の

先
、
女
王
国
内
に
あ
る
倭
国
王
都
ー
邪
馬
皇
国
ま
で
の
水
行
三
十
日
間
の
始
発
は
豊
浦
津
、
こ
の
津
か
ら
河
内
潟
港
津
に
至
り
王
都
の
営

ま
れ
て
い
る
邪
馬
毫
国
ま
で
の
日
程
と
す
る
の
が
最
も
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

(文
化
財
史
料
学
専
攻

教
授
)
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